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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 聴 診 位 置 ご と の 肺 音 を 含 む 時 系 列 音 響 信 号 に 基 づ い て 、 前 記 聴 診 位 置 ご と に 肺 音 異 常 を  
検 知 す る 検 知 部 と 、
　 前 記 検 知 部 が 検 知 し た 前 記 聴 診 位 置 ご と の 肺 音 異 常 の 検 知 結 果 と 、 患 者 の 状 態 を 示 す 状  
態 情 報 と 、 に 基 づ い て 、 前 記 患 者 の 心 不 全 の 重 症 度 を 判 定 す る 判 定 部 と 、
　 前 記 判 定 部 が 判 定 し た 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 患 者 に 対 し て 出 力 す る 指 示 を 判 断 す る 判 断  
部 と 、
　 を 有 す る
　 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 判 定 部 は 、 前 記 検 知 部 が 検 知 し た 前 記 聴 診 位 置 ご と の 肺 音 異 常 の 検 知 結 果 と 、 前 記  
患 者 の 体 重 を 示 す 前 記 状 態 情 報 と 、 に 基 づ い て 、 前 記 重 症 度 を 判 定 す る
　 請 求 項 １ に 記 載 の 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 判 定 部 は 、 前 記 検 知 部 が 検 知 し た 前 記 聴 診 位 置 ご と の 肺 音 異 常 の 検 知 結 果 に 基 づ い  
て 前 記 重 症 度 を 判 定 し た 後 、 前 記 状 態 情 報 に 基 づ い て 判 定 し た 前 記 重 症 度 を 補 正 す る
　 請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ に 記 載 の 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 判 定 部 は 、 退 院 時 の 前 記 患 者 の 状 態 に 応 じ て 作 成 さ れ た 情 報 を 参 照 す る こ と に よ り  
、 退 院 時 の 前 記 患 者 の 状 態 に 応 じ た 前 記 重 症 度 の 判 定 を 行 う
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ ま で の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 判 断 部 は 、 前 記 判 定 部 が 判 定 し た 結 果 と 、 前 記 患 者 の 状 態 を 示 す 前 記 状 態 情 報 と 、  
に 基 づ い て 、 前 記 指 示 を 判 断 す る
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ４ ま で の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 判 断 部 は 、 前 記 判 定 部 が 判 定 し た 結 果 と 、 前 記 患 者 の 服 薬 状 況 を 示 す 前 記 状 態 情 報  
と 、 に 基 づ い て 、 前 記 指 示 を 判 断 す る
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ５ ま で の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 判 断 部 は 、 前 記 判 定 部 が 判 定 し た 結 果 に 基 づ い て 前 記 指 示 を 判 断 し た 後 、 前 記 状 態  
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情 報 に 基 づ い て 判 断 し た 前 記 指 示 を 修 正 す る
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ６ ま で の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 判 断 部 は 、 前 記 判 定 部 が 判 定 し た 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 患 者 に 対 し て 服 薬 指 示 と 次  
回 検 査 指 示 と を 判 断 す る
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ７ ま で の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 情 報 処 理 装 置 が 、
　 聴 診 位 置 ご と の 肺 音 を 含 む 時 系 列 音 響 信 号 に 基 づ い て 、 前 記 聴 診 位 置 ご と に 肺 音 異 常 を  
検 知 し 、
　 検 知 し た 前 記 聴 診 位 置 ご と の 肺 音 異 常 の 検 知 結 果 と 、 患 者 の 状 態 を 示 す 状 態 情 報 と 、 に  
基 づ い て 、 前 記 患 者 の 心 不 全 の 重 症 度 を 判 定 し 、
　 判 定 し た 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 患 者 に 対 し て 出 力 す る 指 示 を 判 断 す る
　 分 析 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 情 報 処 理 装 置 に 、
　 聴 診 位 置 ご と の 肺 音 を 含 む 時 系 列 音 響 信 号 に 基 づ い て 、 前 記 聴 診 位 置 ご と に 肺 音 異 常 を  
検 知 す る 検 知 部 と 、
　 前 記 検 知 部 が 検 知 し た 前 記 聴 診 位 置 ご と の 肺 音 異 常 の 検 知 結 果 と 、 患 者 の 状 態 を 示 す 状  
態 情 報 と 、 に 基 づ い て 、 前 記 患 者 の 心 不 全 の 重 症 度 を 判 定 す る 判 定 部 と 、
　 前 記 判 定 部 が 判 定 し た 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 患 者 に 対 し て 出 力 す る 指 示 を 判 断 す る 判 断  
部 と 、
　 を 実 現 す る た め の プ ロ グ ラ ム 。
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